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中  期  目  標 中  期  計  画 

（前文）大学の基本的な目標 
熊本大学は、生命科学、自然科学、人文・社会科学の各分野にわたる、

充実した学部、大学院、研究所等を備えた、我が国を代表する研究拠点大
学としての役割を果たす。そのために、アジア諸国はもとより広く海外の
諸大学等との人的・文化的交流を通じて、「人の命、人と自然、人と社会」
に関する活発な研究活動を推進し、その成果を基盤として教育・研究の国
際性を高め、大学院教育においては、国際社会のリーダーとして活躍でき
る先導的研究者及び高度専門職業人を養成する。学部教育においては、そ
の基礎としての幅広い教養を持ち高度な課題解決能力を有する人材を育
成する。また、教育・研究活動の成果を活用して、広く地域及び国際社会
に貢献する。 

熊本大学は、上記の目的を達成するために、特に次のような取組を推進
する。 

大学院においては、国際的通用性の高い教育プログラムやカリキュラム
を整備するとともに教育の実質化をより一層推進する。学士課程教育にお
いては、学習成果に基づいた教育プログラムを整備するとともに創造的知
性と実践力に重点を置いたカリキュラムを充実する。また、各課程の目的
と学位授与の方針に則し、明確な評価基準に基づいた学習成果の検証によ
って、学士課程教育及び大学院教育の質を向上させる。 

研究においては、真理の創造と発見のため、国際的な先端拠点研究の推
進に加えて、拠点形成研究等を通しての質の高い研究及び研究者の自由な
発想に基づく基盤的・先導的研究を推進することを通して、国際的な視野
に立って、将来の学術研究の推進を担うことのできる人材を育成する。 

このような教育・研究の成果を、イノベーション推進機構を中心として
知的財産等の活用を推進するとともに、地方自治体及び地域の大学等と連
携し、魅力ある地域づくり、地域文化の向上、教育の質向上等の取組を推
進する。 

国際化の推進においては、国際化推進機構を核として、国際化環境を整
備して教育研究の国際化基盤を確立する。特に、九州との関わりの深い環
黄海地域を中心に東アジア諸国との国際交流を強化するとともに、新興諸
国との連携を拡大しながら、将来構想としての世界水準の教育研究と国際
的に通用する人材育成のための「グローバルアカデミックハブ（国際的な
知の拠点）」の形成を進める。これらの活動を通して、名実ともに九州を
代表する国際化推進拠点大学としての役割を果たす。 
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◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 

１ 中期目標の期間 

  中期目標の期間は平成２２年４月１日から平成２８年３月３１日ま

でとする。 

 

２ 教育研究組織 

  この中期目標を達成するため、熊本大学に別表１に記載する学部・研

究科等及び別表２に記載する共同利用・共同研究拠点を置くものとする。

 
Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 

１）学士課程においては、学習成果に基づく体系的な学士課程教育プログ

ラムを構築して、創造的知性と実践力を兼ね備えた学士力を身に付けさ

せ、社会に貢献できる人材を養成する。  

 

 

 

２）修士課程（博士前期課程）においては、学士課程教育との一貫性を保

ちつつ、社会的及び学術的要請にこたえて、大学院教育を一層実質化し

て国際的通用性を高め、高度で幅広い専門知識・技能及び課題解決能力

を有する高度専門職業人を養成する。  

 

 

３）博士課程（博士後期課程）においては、学術的及び社会的要請にこた

えて、大学院教育を一層実質化して国際的通用性を高め、高い専門性と

豊かな創造性を有する研究者及び高度専門職業人を養成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

①創造的知性と実践力を兼ね備えた学士力を身に付けさせるため、学習

成果に基づく体系的な学士課程教育プログラムを平成２３年度まで

に構築し、実施する。 

②社会的要請の強い分野において、新たに秋季入学の教育プログラムを 

導入する。 

 

①高度で幅広い専門知識・技能及び課題解決能力を身に付けた高度専門

職業人を養成するため、明確な人材養成目的に沿って、体系的な教育

課程を備えた国際的通用性の高い教育プログラムを整備する。 

 ②海外の交流協定校等との連携、国費外国人留学生制度の活用等によ 

り、国際的な大学院教育プログラムを充実する。 

 

①社会文化科学研究科：人間・社会科学、文化学及び教授システム学の 

分野において、高度な専門知識及び創造的課題解決能力を身に付けた 

研究者及び高度専門職業人を養成するため、コースワーク及び研究指 

導を充実する。 

②自然科学研究科：理学、工学及びその融合分野（複合新領域科学等） 

において、幅広い分野にわたる創造性豊かな実践的応用能力及び総合 

的・国際的視野を持つ研究能力を身に付けた研究者及び高度専門職業 

人を養成するため、コースワーク及び研究指導を充実する。 

 ③医学教育部：医学及び生命科学の分野において、高度な知識と研究能 

力、生命と医療に関する倫理観及び先進的医療を構築・実践できる洞 

察力と技量を身に付けた研究者及び高度専門職業人を養成するため、 

コースワーク及び研究指導を充実する。 

 ④薬学教育部：創薬・生命科学・環境科学分野において、薬学に関する 
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４）法曹養成研究科においては、社会的要請のある特定分野について、理

論と実務を架橋する教育課程を提供し、高度で専門的な職業能力を有す

る人材を養成する。 

 

 

 

 

５）アドミッションポリシーに沿った入学者を確保し、課程の目的と学位

授与の方針に則し、明確な評価基準に基づき学習成果を検証することに

よって、学士課程教育及び大学院教育の改善と質の向上を行う。 

 

 

 

 

 

  

６）ICT（情報コミュニケーション技術）の活用を含め、多様な授業形態

の普及・促進、学生の意見を踏まえた FD 活動による授業方法等の改善

及び厳格で一貫した成績評価を組織的に推進する。      

  

  

 

高度な知識と研究能力、生命と環境に関する倫理観及び先進的創薬を 

実践できる洞察力と技量を身に付けた研究者及び高度専門職業人を

養成するため、コースワーク及び研究指導を充実する。 

 ⑤保健学教育部：保健学分野において、看護学、放射線技術科学及び検 

査技術科学に関する高度な知識と研究能力、生命と医療に関する倫理 

観及び先進的保健を実践できる洞察力と技量を身に付けた研究者及

び高度専門職業人を養成するため、コースワーク及び研究指導を充実 

する。 

 

①法理論と実務を架橋する法曹養成の教育目標に基づき、社会における

基礎的かつ普遍的なニーズ及び地域の法的ニーズに的確に対応でき

る能力を身に付けさせるため、段階的・系統的な教育を実施する。 

②地域社会、とりわけ熊本県を中心とした九州圏内の司法ニーズにこた 

えることのできる法曹を養成することにより、九州圏内地域に定着

し、地域のために活動する質の高い法曹の量的増加を目指す。 

 

①学部等の募集単位ごとに、課程の目的により良く適合するようにアド 

ミッションポリシーを一層明確化する。 

②アドミッションポリシーに沿った優秀な学生を確保するため、入試の 

在り方を点検して必要な改善を行うとともに、広報を強化する。 

 ③課程の目的に則した学位授与の方針を具体的に定め、明確な評価基準 

に基づき学習成果を的確に把握・検証することによって、学士課程及 

び大学院の教育プログラムの改善を継続的に行う。 

 

 

①本学が構築した高度な高度情報化キャンパス環境を活用したeラーニ

ングを含め、多様な授業形態・方法の普及を促進する。 

②授業方法等の改善を推進するため、学生による授業改善のためのアン 

ケートの方法を見直すとともに、アンケート結果を踏まえた教員のＦ 

Ｄ活動を充実する。 

 ③厳格で一貫した成績評価の徹底を図るため、シラバスにおける授業目 

標及びそれに基づく評価方法・基準の一層の明確化を推進する。 
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（２）教育の実施体制等に関する目標 

１）学士課程においては、創造的知性と実践力を兼ね備えた学士力を養成

するため、学習成果に基づく体系的な学士課程教育プログラムの効果 

的・効率的実施に必要な体制を整備する。 

 

 

 

２）大学院においては、国際的に通用する質の高い教育を実施するため、

柔軟で効果的な大学院教育実施体制を強化する。また、法曹養成研究科

においては、少人数教育の特色を生かし、法理論と実務を架橋する教育

体制を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）学内共同教育研究施設を活用し、e ラーニングや ICT 活用教育を含め

全学的な教育推進体制を整備・強化する。  

 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

①学習成果に基づく体系的な教育を実施するため、学部が主体的に責任 

を持つ新たな教養教育の構築を含め、効果的・効率的な学士課程教育 

の全学的実施体制を平成２３年度までに整備する。  

②学士課程教育プログラムを実施するために必要な教職員を効果的・効

率的に配置する。  

 

①国際的に通用する大学院教育実施体制を強化するため、教育プログラ

ムの成果を検証し、その結果を基に改善する質保証システムを充実す

る。 

②社会的・学術的要請にこたえて、国内外の大学や研究機関、産業界や

行政との連携等を推進する。  

 ③社会文化科学研究科：教育組織を見直すとともに、柔軟で効果的な教 

育実施体制を構築する。 

 ④自然科学研究科：社会的要請を踏まえて教育組織を見直すとともに、 

柔軟で効果的な教育実施体制を構築する。   

 ⑤法曹養成研究科：多様な授業科目を提供するとともに、少人数教育の 

特色を生かし、他大学の法科大学院との連携・協力体制を強化する。

  

①e ラーニングや ICT 活用教育を含む教育・学習に対する全学的な支

援・推進体制を整備・強化するため、学内共同教育研究施設の機能的

再編を計画的に推進する。  

 ②ユビキタスな情報社会における学生の自主的学習を支援するため、総 

合情報環構想に基づき、図書館の高度情報化を推進する。 

  
（３）学生への支援に関する目標 

１）自立した社会人としての資質・能力を高めるため、自律的学習を支援

するとともに、学生の経済的・精神的支援や様々な自主的活動の支援を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

①学生の自主的な学習を促進するため、学習相談・助言の支援体制を強

化するとともに、自習スペース等の自律的学習環境を全学的に整備す

る。また、社会人学生のニーズに応じた学習支援策を充実する。 

 ②学生が充実した生活を送れるように、各種奨学金の応募支援等の経済 

支援面の取組を強化するとともに、保健センターとの緊密な連携の下

に、学生相談室が蓄積したノウハウとデータを生かして、メンタルケ

ア等の総合相談窓口機能を一層向上させる。 

 ③学生の社会性を高めるため、学生自主企画支援事業「きらめきユース 

プロジェクト」の拡充を始め、学生が主体的に取り組む社会貢献・サ

ークル活動等の学内外での様々な活動を継続的に支援する。 

 ④学生のキャリア形成・就職活動を支援するため、卒業生の協力も得な 

がら、キャリア支援課と学部・研究科等が連携する全学的キャリア支 
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２）学生の国際的な視野を広げるため、海外における学習・研究活動の支

援を拡充するとともに、留学生が安心して学習・研究に専念できる生活

環境を整備する。   

援体制を強化する。 

 

①学生の海外研修や調査研究、国際会議やシンポジウムへの参加を促進 

するために、情報提供及び助成等の支援を展開する。  

②外国人留学生に対して入学から卒業・就職に至るまで多様なニーズに

即応できるようなサービス体制を整備し、より快適なキャンパス生活

及び住環境を提供できるよう支援を強化する。 

  
２ 研究に関する目標   

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

１）「生命科学」、「自然科学」、「人文社会科学」、「学際・複合・新領域」

の質の高い研究を展開し、その中で国際的な研究能力を有する人材を

育成する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）「人の命」、「人と自然」、「人と社会」の科学を全学的に先鋭に営むた

め、研究者の自由な発想に基づく基盤的研究を推進する。 

 
 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

①生命科学において、グローバルCOE「細胞系譜制御研究の国際的人材

育成ユニット」プログラム及び「エイズ制圧を目指した国際教育研究

拠点の形成」プログラムの着実な遂行等を通して質の高い先端研究を

組織的・機動的に展開し、国際的な研究能力を有する人材を育成する

とともに、グロ－バルな共同研究ネットワークの拡充・発展を通して

国内外の共同研究を先導する。 

②自然科学において、グローバルCOE「衝撃エネルギ－工学グロ－バル

先導拠点」プログラムの着実な遂行等を通して質の高い先端研究を組

織的・機動的に展開し、国際的な研究能力を有する人材を育成すると

ともに、グロ－バルな共同研究ネットワークの拡充・発展を通して国

内外の共同研究を先導する。 

③人文社会科学において、拠点形成研究「「永青文庫」資料等の世界的

資源化に基づく日本型社会研究」等を通して質の高い研究を展開し、

成果を迅速に公開するとともに、高度な研究能力を有する人材を育成

する。また、共同研究ネットワークの構築・拡充・発展を通して広く

国内外での共同研究を推進する。  

④学際・複合・新領域において、拠点形成研究「地域水循環機構に基づ

く持続的水資源利用のフロンティア研究」等を通して質の高い先導的

研究を積極的・機動的に展開し、国際的な研究能力を有する人材を育

成するとともに、共同研究ネットワークの構築・拡充・発展及び国内

外での共同研究を推進する。 

 
①「人の命」、「人と自然」、「人と社会」の領域において、基盤的研究を

推進するために優れた人材を登用し、共同研究の実施や学術セミナ－

の開催等を通して次世代人材の育成を強化・推進する。 

②「人の命」、「人と自然」、「人と社会」の領域において、基盤的研究を

推進し、担うことの出来る人材を発掘・育成するため、研究者の研究

成果の教育への還元を推進する。   
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（２）研究実施体制等に関する目標 

１）質の高い研究及び基盤的研究を推進するため、人材を確保・育成する

体制を整備・強化する。 

 

 

 

 

 

 

２）質の高い研究及び基盤的研究を推進するため、研究環境を整備・強化

する。 

 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

①優れた若手研究者を育成するため、本学の大学院先導機構を中心とし 

たテニュア・トラック制度及びイノベ－ション推進機構を中心とした 

「異分野融合型イノベーション人材育成プログラム」等の実施並びに

各部局等の各種非常勤研究員制度の活用を推進する。  

②女性教員の積極的参画を実現するため、熊本大学男女共同参画推進基

本計画を推進する。また、女性教員の任用を促進し、中期目標期間中

に女性教員の割合を概ね 15％に増加させる。 

 

①質の高い研究及び基盤的研究を推進するため、学内で拠点形成研究の

公募等を継続的に実施し、新規の基盤的拠点研究を発掘し育成するた

めに研究費を重点配分する。  

②「発生医学研究所」の全国共同利用・共同研究拠点事業を推進する。 

③既存の学問領域を越えて新たなパラダイムを創出する研究活動を強 

化するため、大学院先導機構に教員等を継続的に配置する等、機構の

体制の強化により、新規拠点研究の育成を重点的に推進する。 

④「生命資源研究・支援センタ－」や「総合情報基盤センタ－」等の学

内共同教育研究施設の機能強化・機能分化による研究推進のための技

術支援や研究支援体制を強化する。  

⑤「グロ－バルＣＯＥ推進室」等の研究支援部門の一層の拡充など、研

究者支援の事務支援体制を整備し、教員等が研究に専念できる環境を

整える。 

３ その他の目標 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標 

１）大学の資源と知的活動の成果を利活用して、大学間連携、産学官連携

をグローバルに推進し、知識基盤社会の形成・発展、産業の振興等に貢

献する。 

 

 

 

 

 

２）地域振興の中核大学として、熊本大学の資源と知的活動を活用し、ま

た地域の諸機関と連携し、地域に貢献する。 

 
 

３ その他の目標を達成するための措置 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

①科学技術や産業の振興に貢献するため、イノベ－ション推進機構を中 

心として、研究成果の有体物の整備管理、知的財産等の活用を推進す 

る。 

②国内外の研究及び産業の発展等に貢献するため、その推進のための施

策・評価委員会等にも積極的に参画し、社会貢献を果たす。また、国

内外の研究機関等とネットワ－クを形成し、学術研究並びに産学官連

携を組織的に進める。 

 

①地域振興の中核大学として、地方自治体と共同で、魅力ある地域づく

りと地域人材育成を行うため、政策創造研究教育センターの機能を強

化する。 

②地域文化の向上、教育の質向上に貢献するため、「高等教育コンソー

シアム熊本」の活動を活性化する。  

③図書館等を中心とした地域への情報提供と知的・文化的サービスを一
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層充実させるとともに、公開講座や授業開放等を推進し、地域住民へ

の知の還元を行う。 

 
（２）国際化に関する目標 

１）質の高い国際連携教育の拡充と、それを円滑に実施するための制度や

仕組みを整備し、教育の国際的通用性の向上を目指す。 

 

 

 

 

２）本学の特色ある分野を中心として、諸外国の研究機関との研究連携を

強化することにより、研究の国際的な卓越性を高める。 

 

 

 

  

３）教育･研究の国際化を支える環境の基盤整備を進めるとともに、大学

情報の海外への発信等を充実させる。 

  

  

   

 
 

（２）国際化に関する目標を達成するための措置 

①英語による授業の実施、留学生を対象とする日本語教育の充実、交流 

協定校等との教育プログラムの拡充などを通じて、学生の国際的な交 

流を推進する。 

②外国人教員･研究者の受入を拡大するとともに、秋季入学の実施拡大 

など、教育環境を整備する。  

 

①研究者交流を大学として推進するために、国際的研究ネットワーク等 

を充実させ、国際的研究環境を整備する。 

②アジアをはじめとした世界諸国において、高等教育の発展、研究レベ

ルの向上、並びに人材育成に貢献するために、国際共同研究や国際協

力事業等を展開する。 

 

①第一期に設置された「国際化推進機構」が中心となり、学内文書の英

語・中国語・韓国語等への多言語化やワンストップサービスをはじめ

とする国際化に対応した留学生･外国人研究者への支援環境の整備を

強化する。 

②本学に留学した学生の組織化、海外オフィスの増設など、海外拠点の

整備を進めるとともに、教育・研究に関する取組を世界に向けて発信

する。 

 
（３）附属病院に関する目標 

１）高度な先端医療を提供する中核病院として、健全経営を維持しつつ診

療機能を高め、安全な医療環境を整備して患者満足度の高い医療サービ

スを提供するとともに、地域のニーズを踏まえて地域医療の発展・充実

に貢献する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）附属病院に関する目標を達成するための措置 

①病院再開発に伴う医療環境整備を継続するとともに、健全経営を維持 

しつつ、がん診療連携拠点病院、エイズ中核拠点病院等の拠点化を図 

り、地域中核病院として機能を強化するなど、診療機能の特長化を推 

進する。  

  ②安全、かつ患者満足度の高い医療サービスを提供するため、医療事故 

防止及び院内感染防止対策の更なる強化に組織的に取組むなど、リス 

ク対応の質向上を図るとともに、再開発による病棟新営後の院内環境 

の整備を計画的に推進する。  

  ③地域医療連携を組織的に推進するため、周産期医療体制の充実（ＮＩ 

ＣＵ・ＧＣＵの増床及びＭＦＩＣＵの新設）、救急医療の機能分担、 

地域医療を担う医師の支援など、地域の要請に対応できるシステムを 

構築する。 
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２）高度な先端医療の臨床教育拠点として、教育・研修機能を充実させ、

質の高い医療人を養成するとともに、地域の医療ニーズを踏まえて、地

域医療人の教育・研修を充実させる。   

 

 

 

 

３）臨床研究の成果を早期応用・展開することにより、診療機能の特長化

を図り、臨床研究推進体制並びに治験支援体制等を整備し、先端医療等

の開発に取り組む。  
 
 

①質の高い医療人を育成して地域に安定的に供給するため、医学、薬学、 

保健学等の学生、並びに専門修練医の臨床研修プログラムの開発・充 

実を継続するとともに、専門医資格取得等の指導体制を整備する。 

②地域医療人向け研修プログラムの開発・充実を推進する。とくに、病 

院の特色を活かして、がんや生活習慣病、再建・再生医療等の高度で、 

かつ専門性に対応した医療の教育・研修を充実させる。 

 

①臨床研究を推進するため、外部資金の獲得及び人材の確保並びに寄附 

講座の設置等に継続して取り組み、臨床研究推進体制を整備する。 

②先端医療支援センター及び治験支援センターの機能強化を目指し、外 

部資金並びに人的資源の積極的な注入による研究支援策を講じて、新 

たな先進医療の承認獲得、治験支援体制の整備等を推進する。 

 
（４）附属学校に関する目標 

１）附属学校としての特性を活かした教育を行うために、幼児・児童・生

徒の生きる力等を向上させる教育プログラムを開発・活用し、教育実習

校としての機能を高めるとともに、教育委員会等と連携して地域の教育

力の向上に貢献する。  

   

 
 
 

（４）附属学校に関する目標を達成するための措置 

①教育学部及び教育学研究科の方針・計画に基づき、学校教育に関わる 

先導的な教育プログラムを開発するために、大学・附属学校園間の組 

織的な連携体制の強化と学校運営の充実を図り、独自な教育実践研究 

を推進する。  

  ②教育学部・教育学研究科の主導の下で行われる、教員としての実践的 

指導力の育成に効果的なカリキュラム開発を支援し、教育実習に関わ 

る教育・指導機能を高める。  

 ③熊本県・市教育委員会等との連携を強化して、地域の学校教育等に寄 

与するため、先進的な教育実践研究の成果を地域の学校等に還元する 

とともに、効果的な方法により現代的教育課題に関する情報提供・助 

言等を行う。 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 

１ 組織運営の改善に関する目標 

１）学長のリーダーシップの下、組織運営の効率化を推進するとともに、

学内外の意見を活かして、創造的な施策を機動的に展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措

置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

①学長のリーダーシップの下、学術的及び社会的要請を踏まえ大学の活

性化に向けて教育研究組織の整備・見直しを行う。 

②経営協議会等の外部有識者の意見の活用及び大学情報の収集・分析・

活用等を機動的に行う部門の創設等により、施策立案機能を高める。 

③学長のリーダーシップの下、本学の重点的な施策を機動的に展開する 

ため、学長裁量資源を拡充するとともに、戦略的な資源配分を行う。 

④附属病院については、病院長の専任制（職務従事環境）、医師の診療 

業務環境の整備など附属病院の目的達成に必要な機能を充実・強化す

る。 
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２）全学的に人材の多様性を高めて、教育研究等の活動を活発に行うため

に、人事・給与制度改革を継続するとともに、男女共同参画を推進する。

 

 

 

 
 

①教育研究等の活動を活発に展開するため、柔軟な人事・給与制度の整 

備を推進するとともに、教職員のモチベーションの向上に繋がる施策

を拡充する。 

②高い専門性を必要とする業務に専門的能力を有する職員を配置する 

とともに、当該業務に携わる職員のキャリアパス等を整備する。 

 ③男女共同参画推進基本計画に基づく事業の組織的推進を継続して、男 

女の機会均等の実現や、政策・方針決定過程への女性の参画を拡大す

る。 
２ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

１）教育研究の進展に対応して、事務等の効率化・合理化のため、事務組

織を機能的に再編するとともに、職員の能力向上と意識改革を促進す

る。 
 

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

①法人業務と大学業務の機能分化等の視点から、業務全般の点検・見直 

しを行い、事務組織の再編・合理化を計画的に実施する。 

②職員の資質・能力向上のためのプログラム等を拡充するとともに、業 

務の改善と効率化に対する意識向上のための取組を推進する。 

 
Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

１）外部資金その他の自己収入増を達成するための財務戦略を策定し、財

務基盤を強化する。 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成する

ための措置 

①科学研究費補助金等の外部資金を獲得するための具体的方策等を策 

定し、戦略的に獲得する。 

 ②受益者負担の導入、各種料金の改定等の具体的方策を策定し、自己収 

入の増加を目指す。 
２ 経費の抑制に関する目標 
（１）人件費の削減 
１）「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成18 年法律第47 号）に基づき、平成18 年度以降の５年間におい
て国家公務員に準じた人件費削減を行う。更に、「経済財政運営と構造
改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議決定）に基づき、
国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。 
 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 
 

①「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法
律」（平成 18 年法律第 47 号）に基づき、国家公務員に準じた人件
費改革に取り組み、平成 18 年度からの５年間において、△５％以上
の人件費削減を行う。更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本
方針 2006」（平成 18 年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の
改革を踏まえ、人件費改革を平成 23 年度まで継続する。 

（２）人件費以外の経費の削減   

１）教職員の意識改革、業務改善を通じて、管理的経費を抑制する。 

 

 

①経費削減及び業務の現状を検証するとともに、熊本大学固有の学内ア

ウトソーシングシステムの活用、教職員のコスト意識改革のための取

組等を推進する。 
３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

１）資金の効果的運用管理を行うとともに、土地建物を有効に活用する。

 
 
 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

①寄附金、熊本大学基金、大学運営費等の収支状況を定期点検して、余

裕金の運用計画を策定し、中期的に安全、かつ効果的に運用する。 

②土地建物の使用状況を定期的に点検して、利活用計画等を策定し、推

進する。 
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 

１ 評価の充実に関する目標 

１）自己点検・評価を改善に繋げるための全学的な体制を整備・強化して、

PDCA サイクルを定着させる。 

 
 
 
 
 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成する

ためにとるべき措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

①教育研究等の質の向上を目指して、第一期に引き続き、部局ごとの組

織評価及び教員個人活動評価とそれに基づく改善を計画的に実施し、

組織評価については、評価の観点・基準の見直しを併せて行う。 

②中期目標・中期計画の達成状況を効率的・効果的に点検・評価するた

めに、大学情報アーカイブスを利用した統合情報データベースを計画

的に構築し、活用する。 

 
２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

１）熊本大学の現況について、情報公開を適切に実施するとともに、国内

外への情報発信を活発に行う。 
 
 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

①情報発信体制を強化し、熊大通信等の大学広報誌、および熊本大学 

Webページ等を充実させ、情報公開や情報提供を多面的に実施する。 

②海外オフィス、リエゾンオフィス等を活用して、国際的な情報発信機

能を高め、第一期に引き続き海外フォーラム等を計画的に開催する。 

 
Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

１）教育研究等の質の向上に資する施設設備、およびキャンパス環境の整

備を推進するとともに、施設設備等を良好な状態に保ち、有効に活用す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）教育研究等の質の向上に資する高度情報化キャンパス環境の高度化を

推進する。 
 
 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

①エコ・キャンパスの構築を目指して、省エネルギー等を計画的に推進

するとともに、国際性と地域性に配慮した、安全で快適なキャンパス

を整備する。 

②施設設備を良好な状態に保ち、有効に活用するため、学生・教職員等

の利用者の意見を反映した施設マネジメントを実施するとともに、拠

点形成研究等を戦略的に推進するため、共用スペースを拡充・活用す

る。 

③PFI 方式による事業契約を行った｢熊本大学（本荘）発生医学研究セン

ター施設整備事業｣及び｢熊本大学（黒髪南）工学部他校舎改修施設整

備事業｣を確実に実施する。 

 

①第一期に整備した高度情報化キャンパス環境の更なる高度化を達成 

するために、総合情報環構想を再構築して、計画的に推進する。 

②総合情報環構想に基づき、図書館においては、永青文庫等の貴重資料

の電子化等を推進するとともに、データベース等の電子的利用環境を

整備する。 

 
２ 安全衛生管理に関する目標 

１）安全衛生管理及び危機管理体制を強化し、安全なキャンパスを構築す

る。 

２ 安全衛生管理に関する目標を達成するための措置 

①職員及び学生等の安全確保を強化するために、産業保健スタッフの充

実等を含めて、安全衛生管理体制の見直しを実施する。 
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 ②災害等に備えて、危機管理体制を強化するとともに、市民・地域と連

携した取組みに重点を置いた施策を実施する。 

 
３ 法令遵守に関する目標 

１）不正防止体制等により、法令遵守を啓発・徹底し、不正行為を防止す

る。 
 
 

３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

①不正経理や個人情報漏洩等の事例分析に基づき、「不正防止・法令遵

守マニュアル」等を充実させるとともに、法令遵守を徹底するための

研修等を実施する。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 

別表１（学部、研究科等） 

 

学 

 

 

部 

文学部 

教育学部 

法学部 

理学部 

医学部 

薬学部 

工学部 
研 

究 

科 

教育学研究科 

社会文化科学研究科 

自然科学研究科 

法曹養成研究科 
研

究

部 

医学薬学研究部 

教

育

部 

医学教育部 

保健学教育部 

薬学教育部 

 

別表２（共同利用・共同研究拠点） 

発生医学研究所 

別表（収容定員） 

文学部       700 人 

教育学部     1,160 人 

           （うち教員養成に係る分野 920 人） 

法学部      860 人  

理学部      760 人 

医学部     1,228 人 

             （うち医師養成に係る分野 620 人） 

薬学部      415 人 

工学部      2,127 人 

 
 
 
 

平
 
 

成
 
 

22
 
 

年
 
 

度
 

教育学研究科    94 人 

           （うち修士課程    94 人） 

 

社会文化科学研究科 191 人 

             うち博士前期課程 146 人 

博士後期課程  45 人 

自然科学研究科  970 人 

            うち博士前期課程 784 人 

              博士後期課程 186 人 

医学教育部    392 人 

            うち修士課程     40 人 

              博士課程     352 人      

保健学教育部    38 人 

                        うち博士前期課程  32 人 

              博士後期課程  6 人 

薬学教育部    197 人 

            うち博士前期課程 104 人 

              博士後期課程  93 人 

法曹養成研究科   82 人 

                （うち法曹養成課程  82 人） 
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文学部       700 人 

教育学部     1,160 人 

                      （うち教員養成に係る分野 920 人） 

法学部      860 人 

理学部       760 人 

医学部      1,238 人 

            （うち医師養成に係る分野 630 人） 

薬学部       470 人 

工学部     2,142 人 

 
 
 
 

平
 
 

成
 
 

23
 
 
年
 
 
度
 
 
 

教育学研究科    94 人 

            （うち修士課程     94 人） 

 

社会文化科学研究科 191 人 

               うち博士前期課程 146 人 

博士後期課程  45 人 

自然科学研究科    970 人 

             うち博士前期課程 784 人 

               博士後期課程 186 人 
医学教育部    392 人 

             うち修士課程     40 人 

               博士課程     352 人  

保健学教育部       44 人 

            うち博士前期課程  32 人 

              博士後期課程 12 人 

薬学教育部    163 人 

             うち博士前期課程  70 人 

               博士後期課程  93 人 

法曹養成研究科   74 人 

                 （うち法曹養成課程  74 人） 
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文学部       700 人 

教育学部     1,160 人 

           （うち教員養成に係る分野 920 人） 

法学部       860 人  

理学部       760 人 

医学部      1,248 人 

            （うち医師養成に係る分野 640 人）  

薬学部       470 人 

工学部      2,142 人 

 

 

 

 

平

 

 

成

 

 

24

 

 

年

 

 

度

教育学研究科    94 人 

                 （うち修士課程     94 人） 

 

社会文化科学研究科 191 人 

            うち博士前期課程 146 人 

                    博士後期課程 45 人 

自然科学研究科    970 人 

                  うち博士前期課程 784 人 

                    博士後期課程 186 人 
医学教育部     392 人 

                  うち修士課程      40 人 

                    博士課程     352 人      

保健学教育部     50 人 

            うち博士前期課程 32 人 

              博士後期課程 18 人 

薬学教育部     163 人 

                  うち博士前期課程  70 人 

                    博士後期課程  93 人 

法曹養成研究科   66 人 

                      （うち法曹養成課程  66 人） 
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文学部      700 人 

教育学部    1,160 人 

           （うち教員養成に係る分野 920 人） 

法学部      860 人  

理学部      760 人 

医学部     1,258 人 

            （うち医師養成に係る分野 650 人） 

薬学部      470 人 

工学部     2,142 人 

 

 

 

 

平

 

 

成

 

 

25

 

 

年

 

 

度

教育学研究科    94 人 

              （うち修士課程     94 人） 

 

社会文化科学研究科 191 人 

            うち博士前期課程 146 人 

                    博士後期課程   45 人 

自然科学研究科    970 人 

                  うち博士前期課程 784 人 

                    博士後期課程 186 人 

医学教育部    392 人 

                  うち修士課程     40 人 

                    博士課程     352 人      

保健学教育部    50 人 

            うち博士前期課程 32 人 

              博士後期課程 18 人 

薬学教育部    163 人 

                  うち博士前期課程  70 人 

                    博士後期課程  93 人 

法曹養成研究科   66 人 

                      （うち法曹養成課程  66 人） 
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文学部      700 人 
教育学部    1,160 人 
                      （うち教員養成に係る分野 920 人） 
法学部      860 人  
理学部      760 人 
医学部     1,268 人 
            （うち医師養成に係る分野 660 人） 
薬学部      470 人 

工学部     2,142 人 

 

 

 

 

平

 

 

成

 

 

26

 

 

年

 

 

度

 
 
 
 
 

教育学研究科    94 人 
           （うち修士課程     94 人） 
 
社会文化科学研究科 191 人 
            うち博士前期課程 146 人 
                            博士後期課程  45 人 
 
自然科学研究科    970 人 
            うち博士前期課程 784 人 
              博士後期課程 186 人 
 
医学教育部     392 人 
            うち修士課程     40 人 
              博士課程    352 人 
 
保健学教育部       50 人 
                       うち博士前期課程  32 人 

博士後期課程  18 人 
 
薬学教育部     163 人 
            うち博士前期課程  70 人 
              博士後期課程  93 人 
法曹養成研究科   66 人 
                （うち法曹養成課程  66 人） 
 



 17

文学部      700 人 
教育学部    1,160 人 
                      （うち教員養成に係る分野 920 人） 
法学部      860 人  
理学部      760 人 
医学部     1,268 人 
            （うち医師養成に係る分野 660 人） 
薬学部      470 人 

工学部     2,142 人 

 
 
 
 
 

平
 
 

成
 
 

27
 
 
年
 
 
度
 
 

教育学研究科    94 人 
                 （うち修士課程     94 人） 
 
社会文化科学研究科 191 人 
            うち博士前期課程 146 人 

博士後期課程  45 人 
                     
自然科学研究科   970 人 
                  うち博士前期課程 784 人 
                    博士後期課程 186 人 
 
医学教育部     392 人 
                  うち修士課程     40 人 
                    博士課程     352 人      
 
保健学教育部       50 人 

うち博士前期課程 32 人 
   博士後期課程 18 人 

 
薬学教育部     163 人 
                  うち博士前期課程  70 人 
                    博士後期課程  93 人 
 
法曹養成研究科   66 人 
                      （うち法曹養成課程  66 人） 
 
  

 
 
 


